
マイナ保険証を基本とする仕組み
への移行について

資料６



マイナ保険証の利用状況について

○現行の健康保険証の新規発行については、令和６年１２月２日に終了し、マイナ保険証を
 基本とする仕組みに移行した。
○本県におけるマイナ保険証の直近（令和６年１２月）での利用率は３１．５％となっており、

  全国での直近の利用率は２５．４％となっている。

本県における利用率等の推移
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マイナ保険証の利用促進に向けた取組について

○本県としては、マイナ保険証利用促進に向けた取組として、
  ・県ホームページ、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）での周知  （R6.7、R6.11に掲載）
  ・新聞広告での周知  （R6.8に掲載）
  ・医療機関や保険者等が集まる場（保険者協議会）を活用した周知願い 等

 の取組を行った。
〇こうした取組を継続していく。

ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）での周知（R6.11掲載）
マイナ保険証の利用を促すとともに、マイナ保険証
をお持ちでない方には「資格確認書」が交付される
ため、引き続き保険診療が受けられる旨も併せて
周知した。

新聞広告（広報いしかわ）での
周知（R6.8掲載）
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政府広報（資格確認書）
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マイナ保険証に係る今後の主な動きについて

○マイナンバーカードを活用した医療費助成の効率化について
  ・マイナンバーカード（マイナ保険証）１枚で、公費負担医療・地方単独医療費助成（こども医療

 費助成など）のオンライン資格確認も行えるようになり、公費負担医療・地方単独医療費助成
 に係る紙の受給者証の持参や医療機関等への提示が不要に。
・令和８年度以降、全国展開の体制が構築される予定。

○マイナ保険証のスマートフォンへの搭載について

  ・AndroidとiPhoneにマイナ保険証を搭載できるようになる。
  ・医療機関等においては、現行の顔認証付きカードリーダに加えて、スマホ搭載された電子

  証明書をかざして読み取るための汎用カードリーダを設置する必要がある。
・令和７年度春にリリース予定で、実証事業を経た上で、医療機関等での普及が目指されている。
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